
広
島
県
訓
令
第
三
号

農

林

水

産

局

農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

農
業
協
同
組
合
検
査
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
広
島
県
訓
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
検
査
事
項
の
照
査
等
）

第
九
条

検
査
員
は
、
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
組
合
員
、
会
員
そ
の
他
の
取
引
先
（

出
資
先
を
含
む
。
）
又
は
退
職
し
た
役
員
、
職
員
そ

の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
任
意
の
説
明
、
答
弁
又
は

書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

検
査
員
は
、
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
組
合
及
び
会
計
監
査
人
等
（
組
合
が
法
定

又
は
任
意
の
監
査
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
監

査
を
行
つ
て
い
る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
を
い

う
。
）
の
同
意
を
得
た
上
で
、
会
計
監
査
人
等
と
の

意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
結
果
の
照
査
）

第
九
条

検
査
員
は
、
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
組
合
の
組
合
員
、
会
員
そ
の
他
の
関

係
者
に
対
し
、
任
意
の
説
明
、
答
弁
又
は
書
面
提
出

を
求
め
、
検
査
事
項
の
照
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


